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(57)【要約】
【課題】鍵施錠によらずに、使用者に電化製品の電源状
態を知らしめる。
【解決手段】電源管理システム１０は、電化製品２０の
電源状態を取得する監視部１１と、携帯端末６０が無線
ＬＡＮの通信圏外であることを検出する検出部１２と、
携帯端末６０との通信を行う通信部１３と、を備える。
検出部１２により携帯端末６０が無線ＬＡＮの通信圏外
であると検出されたことを契機として、通信部１３は、
監視部１１で取得された電化製品２０の電源状態を携帯
端末６０に通知する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電化製品の電源状態を取得する監視部と、
　携帯端末が無線ＬＡＮの通信圏外であることを検出する検出部と、
　前記携帯端末との通信を行う通信部と、を備え、
　前記検出部により前記携帯端末が前記無線ＬＡＮの通信圏外であると検出されたことを
契機として、前記通信部は、前記監視部で取得された前記電化製品の電源状態を前記携帯
端末に通知する、電源管理システム。
【請求項２】
　前記検出部は、前記携帯端末と前記無線ＬＡＮの通信を行っている無線ＬＡＮ機器の通
信状態の情報に基づいて、前記携帯端末が無線ＬＡＮの通信圏外であることを検出する、
　請求項１に記載の電源管理システム。
【請求項３】
　前記検出部は、前記携帯端末が公衆網を介して通信を行うために接続している基地局か
ら送信された情報に基づいて、前記携帯端末が無線ＬＡＮの通信圏外であることを検出す
る、
　請求項１又は請求項２に記載の電源管理システム。
【請求項４】
　前記検出部は、前記基地局から送信された位置情報に基づいて、前記携帯端末が無線Ｌ
ＡＮの通信圏外であることを検出する、
　請求項３に記載の電源管理システム。
【請求項５】
　前記検出部は、無線ＬＡＮの通信圏外となったことを契機に、前記携帯端末が前記公衆
網を介して送信した情報を受信することにより、前記携帯端末が無線ＬＡＮの通信圏外で
あることを検出する、
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の電源管理システム。
【請求項６】
　無線ＬＡＮの通信圏外となったことを契機に、電源管理システムに対して電化製品の電
源状態の情報の取得要求を行い、前記電源管理システムから前記電化製品の電源状態の情
報を取得する、携帯端末。
【請求項７】
　電化製品の電源状態を取得し、
　携帯端末が無線ＬＡＮの通信圏外であることを検出し、
　前記携帯端末が前記無線ＬＡＮの通信圏外であると検出されたことを契機として、取得
された前記電化製品の電源状態を前記携帯端末に送信する、
　電源管理システムの制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の電源管理システムの制御方法を、コンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源管理システム、携帯端末、電源管理システムの制御方法及びそのプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭内では、多くの家庭用電化製品（以下、電化製品）が用いられている。また近年で
は、これらの電化製品の利便性の向上が図られている。例えば、外出先から電化製品の動
作状態を管理し遠隔操作を行うシステムが提案されており、このシステムを利用すること
によって、帰宅前から自宅の照明を点灯しておくことや、エアコンを用いて部屋の温度を
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あらかじめ調整することが可能である。
【０００３】
　特許文献１には、特定の電化製品に絞って電源状態を使用者に知らしめることにより、
外出先から電化製品の電源を誤って操作することなく、外出時に電化製品の電源状態の確
認を失念しにくい、電化製品の電源管理装置が開示されている。より具体的には、この電
源管理装置は、携帯電話からの要求又は玄関扉の鍵の施錠が行われた場合に、あらかじめ
監視対象として指定した電化製品の電源状態を記述した電子メールを、携帯電話に送信す
ることで、電化製品の電源状態を使用者に通知する。
【０００４】
　特許文献２には、電源操作内容に応じた宛先メールアドレスを設定してメール送信を行
うことで、電子メールのサブジェクトやテキスト部に制御コードを入力することなく、電
源操作を行う電源制御装置が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、家庭内の使用電力量が許容量を超えてしまった場合に、あらかじめ定
めた優先順位に従って電化製品のブレーカーをオフにすることで、全ての電化製品が強制
的に電源オフされるのを回避する、電化製品の電源管理システムが開示されている。
【０００６】
　特許文献４には、電源コンセント口からの電源供給のＯＮ／ＯＦＦ制御可能とし、電力
の消費を抑制可能とする一方、電源コンセント口から電源がＯＦＦにされている場合でも
、遠隔位置から電源をＯＮに制御することができる電源管理システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－０３３２８７号公報
【特許文献２】特開２００６－０１１６２４号公報
【特許文献３】特開２００８－０９９４４８号公報
【特許文献４】特開２００９－２７１９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示されている電源管理装置では、使用者の外出認識を鍵
施錠に基づいて行う。したがって、鍵施錠が必要のない建物では、特許文献１に開示され
ている電源管理装置を適用することができなかった。また、使用者が鍵施錠を行わずに外
出した場合には、電源管理装置は使用者の外出認識を行うことができないため、使用者に
電化製品の電源の切り忘れを知らしめることができなかった。
【０００９】
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたものであり、鍵施錠によらずに、
使用者に電化製品の電源状態を知らしめる、電源管理システム、携帯端末、電源管理シス
テムの制御方法及びそのプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明にかかる電源管理システムは、電化製品の電源状態を取得する監視部と、携帯端
末が無線ＬＡＮの通信圏外であることを検出する検出部と、前記携帯端末との通信を行う
通信部と、を備え、前記検出部により前記携帯端末が前記無線ＬＡＮの通信圏外であると
検出されたことを契機として、前記通信部は、前記監視部で取得された前記電化製品の電
源状態を前記携帯端末に通知する。
【００１１】
　また、本発明にかかる携帯端末は、無線ＬＡＮの通信圏外となったことを契機に、電源
管理システムに対して電化製品の電源状態の情報の取得要求を行い、前記電源管理システ
ムから前記電化製品の電源状態の情報を取得する。
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【００１２】
　また、本発明にかかる電源管理システムの制御方法は、電化製品の電源状態を取得し、
携帯端末が無線ＬＡＮの通信圏外であることを検出し、前記携帯端末が前記無線ＬＡＮの
通信圏外であると検出されたことを契機として、取得された前記電化製品の電源状態を前
記携帯端末に送信する。
【００１３】
　また、本発明にかかるプログラムは、電化製品の電源状態を取得し、携帯端末が無線Ｌ
ＡＮの通信圏外であることを検出し、前記携帯端末が前記無線ＬＡＮの通信圏外であると
検出されたことを契機として、取得された前記電化製品の電源状態を前記携帯端末に送信
することを、コンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１４】
　鍵施錠によらずに、使用者に電化製品の電源状態を知らしめることが可能な電源管理シ
ステム、携帯端末、電源管理システムの制御方法及びそのプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態１にかかる通信システムの図である。
【図２】実施の形態２にかかる通信システムの図である。
【図３】実施の形態２にかかる携帯端末の動作のフローチャートである。
【図４】実施の形態２にかかる電源状態変更テーブルの図である。
【図５】実施の形態２にかかる電源制御装置の動作のフローチャートである。
【図６】実施の形態２にかかる電源状態テーブルの図である。
【図７】実施の形態２にかかる無線ＬＡＮ機器の動作のフローチャートである。
【図８】実施の形態２にかかる無線ＬＡＮ機器の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　実施の形態１
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本実施の形態に
係る電源管理システムを用いて、電化製品を管理するための構成を示した図である。
【００１７】
　通信システム１は、電源管理システム１０、電化製品２０、無線ＬＡＮ機器３０、公衆
網４０、基地局５０、及び携帯端末６０を備える。
【００１８】
　電源管理システム１０は、監視部１１、検出部１２、及び通信部１３を有する。電源管
理システム１０は、電化製品２０、無線ＬＡＮ機器３０、及び公衆網４０に接続されてい
る。電源管理システム１０は、電化製品２０の電源状態を制御する機能を有する。
【００１９】
　監視部１１は、電化製品２０の電源状態を監視する。典型的には、監視部１１は、電化
製品２０の電源のＯＮ／ＯＦＦ状態を監視する。監視部１１による監視対象とされる電化
製品２０の電源状態は、電源のＯＮ／ＯＦＦ状態に限られない。例えば、監視対象とされ
る電源状態は、電化製品に搭載されているバッテリの残量、消費電力量、及び消費電力に
影響を与えるその他のパラメータのうち少なくとも１つを含んでもよい。消費電力に影響
を与えるパラメータは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）の負荷、データパケットの
送受信量、又は電化製品２０の内部温度等である。
　なお監視部１１は、電化製品２０の動作の強弱状態やタイマーの設定状態を監視しても
良い。例えば、電化製品２０がエアコンである場合には、強風・弱風の動作を監視しても
良い。
【００２０】
　検出部１２は、携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外（エリア外）であること
を検出する。無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外であることを検出する方法は問わない。
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　例えば検出部１２は、無線ＬＡＮ機器３０で通信を行っているＩＰアドレスを監視し、
携帯端末６０のＩＰアドレスからのデータ送受信の有無に基づいて、携帯端末６０の通信
圏外であるか否かを検出しても良い。また例えば、検出部１２は、基地局５０と携帯端末
６０の通信に関する情報を基地局５０から受信することにより、携帯端末６０の位置を把
握し、携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外にあることを検出しても良い。また
例えば、検出部１２は、携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外となった場合に、
携帯端末６０が公衆網４０を介して送信した情報を受信することで、携帯端末６０が無線
ＬＡＮ機器３０の通信圏外にあることを検出しても良い。
【００２１】
　通信部１３は、電化製品２０の電源状態を携帯端末６０に通知する機能を有する。典型
的には通信部１３は、公衆網４０を介して携帯端末６０に、電化製品２０の電源状態を記
載した電子メール（以下、メール）の送信を行う。
【００２２】
　なお、電源管理システム１０の動作は、電源管理システム１０に設けられたＲＯＭに記
憶されているプログラムに基づいて、電源管理システム１０に設けられたＣＰＵが演算処
理を行うことにより実現できる。
【００２３】
　電化製品２０は、典型的には、家屋内に備え付けられた各種の電化製品である。電化製
品２０は、電源管理システム１０により、電源状態の監視や制御が行われる。例えば電化
製品２０は、ステレオ、ビデオデッキ、テレビ、電気ストーブ、アイロン、ドライヤー、
洗濯機などである。さらに、電化製品２０には、無線ＬＡＮ機器３０が含まれていても良
い。電化製品２０は、これらのものに限られない。
　各種の電化製品２０は、電源管理システム１０と通信可能に接続されている。電源管理
システム１０と電化製品２０の間は、例えば、有線ＬＡＮ（Local Area Network）、無線
ＬＡＮ、又は電力線通信によって接続すればよい。
【００２４】
　無線ＬＡＮ機器３０は、無線ＬＡＮ機器３０を中心とした通信圏内（エリア内）の携帯
端末６０と通信を行う。無線ＬＡＮ機器３０は、携帯端末６０が通信圏内に存在している
か否かを認識する手段を有するのが好ましい。
　なお図１において、無線ＬＡＮ機器３０は、電源管理システム１０と別個の機器として
記載しているが、電源管理システム１０と一体の機器であっても良い。
【００２５】
　公衆網４０は、電源管理システム１０と携帯端末６０の情報を伝達する経路となるネッ
トワークである。典型的には、公衆網４０は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルによって結ばれて
いるインターネット網である。
【００２６】
　基地局５０は、公衆網４０の末端であり、携帯端末６０と無線通信を行う通信装置を備
える。
【００２７】
　携帯端末６０は、例えば、携帯電話端末、スマートフォン、タブレットコンピュータ、
ノートＰＣ（Personal Computer）等である。携帯端末６０は、基地局５０を介して公衆
網４０に接続する。さらに携帯端末６０は、無線ＬＡＮ機器３０の構築するエリア内にお
いて、無線ＬＡＮ機器３０と通信を行う。
【００２８】
　次に、電源管理システム１０を用いて、使用者が電化製品２０の電源状態を管理する手
順について説明する。
【００２９】
　まず、検出部１２は、携帯端末６０の位置が、無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外であるか
否かを検出する。
　例えば、検出部１２は、無線ＬＡＮ機器３０で通信を行っているＩＰアドレスを監視し
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、携帯端末６０のＩＰアドレスからの問い合わせが無ければ、携帯端末６０は通信圏外で
あると判定する。
　また例えば、検出部１２は、基地局５０と携帯端末６０の通信に関する情報を基地局５
０から受信し、基地局５０の位置情報等に基づいて携帯端末６０の位置を把握し、携帯端
末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外にあると判定する。
　また例えば、携帯端末６０は、無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外となった場合に公衆網４
０を介して情報を送信し、検出部１２はこの情報を受信した場合に携帯端末６０が無線Ｌ
ＡＮ機器３０の通信圏外にあると判定する。携帯端末６０から検出部１２への情報の送信
には、例えばメールを用いる。
【００３０】
　携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外であると判定された場合には、監視部１
１は、電源管理システム１０に接続している電化製品２０の電源状態を取得する。
　その後、通信部１３は、監視部１１で取得された電化製品２０の電源状態を、公衆網４
０を介して携帯端末６０に送信する。これにより使用者は、電化製品２０の電源状態を確
認することができる。
【００３１】
　携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏内であると判定された場合には、検出部１
２は、携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外であるか否かの判定を、繰り返し行
う。
【００３２】
　なお、使用者の携帯端末６０の操作により、携帯端末６０から電源管理システム１０に
、電化製品２０の電源状態の情報を取得したい旨の指示の情報が送信された場合には、監
視部１１は電化製品２０の電源状態の情報を取得し、通信部１３は、監視部１１で取得さ
れた電化製品２０の電源状態を、携帯端末６０に送信する。
　さらに、使用者による携帯端末６０の操作により、携帯端末６０から電源管理システム
１０に電化製品２０の電源状態の変更を指示する情報が送信された場合には、電源管理シ
ステム１０は受信した変更を指示する情報に基づいて、電化製品２０の電源状態を変更す
る。
【００３３】
　このとき、携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３０の通信圏外にある場合には、携帯端末６
０は公衆網４０を介して情報を送信する。携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器の通信圏内にあ
る場合には、携帯端末６０は公衆網４０を介して情報を送信しても良く、無線ＬＡＮ機器
３０との直接の通信により情報を送信しても良い。
【００３４】
　これにより、電源管理システム１０は、無線ＬＡＮ機器３０の圏外認識に基づいて使用
者の外出認識を行い、使用者に電化製品２０の電源状態を通知することができる。
　本実施の形態によれば、電源管理システム１０に鍵施錠を認識させる必要が無いため、
鍵施錠を認識させるように施設を改造する必要が無く、また、鍵施錠ができない施設であ
っても使用が可能である。さらに電源管理システム１０は、使用者が、鍵施錠を必要とす
る施設の鍵施錠を忘れた場合であっても、電化製品２０の電源状態を通知することができ
る。
【００３５】
　実施の形態２
　図２は、本実施の形態に係る通信システム２を用いて、電化製品２０を管理するための
構成を示した図である。なお、実施の形態１で示した構成物品と同様の機能を有する構成
物品については、同一の符号を付し、説明を省略する。
【００３６】
　通信システム２は、電源管理システム１５、電化製品２０、無線ＬＡＮ機器３１、公衆
網４０、基地局５０、及び携帯端末６０を備える。
【００３７】
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　電源管理システム１５は、接続されている電化製品２０の電源状態を監視する監視部１
１と、無線ＬＡＮ機器３０との通信を行う通信部１３を備える。
【００３８】
　無線ＬＡＮ機器３１は、電源管理システム１５及び公衆網４に接続されている。無線Ｌ
ＡＮ機器３１は、無線ＬＡＮアクセスポイントの機能に加えて、公衆網４とＬＡＮとの間
でデータパケットを中継するためのゲートウェイ機能を有する。すなわち、電源管理シス
テム１５と携帯端末６０の間の通信は、公衆網４０を使用するか否かに関わらず、無線Ｌ
ＡＮ機器３１を介して行う。
　また無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０が通信圏外であるか否かを判定し、通信状態
を監視する。すなわち無線ＬＡＮ機器３１は、検出部１２を備える。
【００３９】
　次に、通信システム２において、電源管理システム１５を用いて電化製品２０の電源状
態を管理する動作について説明する。ここで電源管理システム１５が管理する電源状態は
、電源のＯＮ／ＯＦＦ状態とする。まず、図３を用いて、本発明にかかる携帯端末６０の
動作について説明する。
【００４０】
　携帯端末６０は、携帯端末６０が無線ＬＡＮ機器３１の通信圏外になったことを契機に
、無線ＬＡＮ機器３１から送信される電源制御のメールの受信待ち状態とする。例えば携
帯端末６０は、無線ＬＡＮ機器３１との通信が可能か否かによって、通信圏内／圏外の判
定を行う。
　メールの受信待ち状態において、携帯端末６０は、無線ＬＡＮ機器３１から電源制御の
メールの受信確認を行う（ステップＳ１１）。
【００４１】
　携帯端末６０は、無線ＬＡＮ機器３１から電源制御のメールを受信した場合には（ステ
ップＳ１１でＹｅｓ）、ステップＳ１２に進む。ここで電源制御のメールには、各種の電
化製品２０の電源状態が記載されているものとする。
　携帯端末６０は、無線ＬＡＮ機器３１から電源制御のメールを受信しない場合には（ス
テップＳ１１でＮｏ）、メールの受信待ち状態を継続する。
【００４２】
　携帯端末６０は、受信した電源制御のメールに基づいて、各種の電化製品２０の電源の
ＯＮ／ＯＦＦ状態を表示する（ステップＳ１２）。
　ここで使用者は、表示された情報に基づいて、各種の電化製品２０の電源状態を変更す
るか否かを判断し、電源状態を変更する場合には、携帯端末６０にメール送信の要求を行
う。使用者は、電源状態を変更しない場合には、携帯端末６０にメール送信の要求を行わ
ない。
【００４３】
　携帯端末６０は、各種の電化製品２０の電源状態を変更するメール送信の要求があるか
否かを確認する（ステップＳ１３）。
　使用者によるメール送信の要求が無い場合には（ステップＳ１３でＮｏ）、電源制御の
メールの受信待ち状態に戻る。
【００４４】
　使用者によるメール送信要求がある場合には（ステップＳ１３でＹｅｓ）、携帯端末６
０は、使用者による電源制御の要求に基づいて、電源状態変更テーブルを作成する（ステ
ップＳ１４）。図４は、携帯端末６０で作成する電源状態変更テーブルの一例である。電
源状態変更テーブルには、接続装置名と電源状態と、変更要求の有無の情報が記載されて
いる。なお、電源状態変更テーブルは、典型的にはメール本文に記載される。その後、ス
テップＳ１５に進む。
【００４５】
　携帯端末６０は、電源状態変更テーブルが記載されたメールを、無線ＬＡＮ機器３１宛
てに、公衆網４０を通じて送信する（ステップＳ１５）。その後、携帯端末６０は、電源
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制御のメールの受信待ち状態に戻る。
【００４６】
　次に、図５を用いて、本発明にかかる電源管理システム１５の動作について説明する。
【００４７】
　電源管理システム１５は、電源制御を行う電化製品２０が接続されているか否かを確認
する（ステップＳ２１）。
　接続されていなければ（ステップＳ２１でＮｏ）、電化製品２０が接続されるまで、接
続判定を繰り返し行う。
【００４８】
　電源管理システム１５は、電源制御を行う電化製品２０が接続されている場合には（ス
テップＳ２１でＹｅｓ）、接続機器の電源のＯＮ／ＯＦＦ情報を取得し、電源状態テーブ
ルを作成する（ステップＳ２２）。図６は、電源状態テーブルの一例である。電源状態テ
ーブルには、接続装置名と、電源状態が記載されている。なお、電源管理システム１５は
、前回の電源状態テーブルの情報を保持している場合には、電源状態テーブルの更新を行
う。
【００４９】
　電源管理システム１５は、無線ＬＡＮ機器３１から電化製品２０への接続情報の取得要
求（接続情報取得要求）があるか否かを確認する（ステップＳ２３）。無線ＬＡＮ機器３
１から接続情報取得要求がある場合には（ステップＳ２３でＹｅｓ）、電源管理システム
１５は、電源状態テーブルを無線ＬＡＮ機器３１に伝達し（ステップＳ２４）、ステップ
Ｓ２５に進む。無線ＬＡＮ機器３１から接続情報取得要求がない場合には（ステップＳ２
３でＮｏ）、ステップＳ２５に進む。
【００５０】
　電源管理システム１５は、無線ＬＡＮ機器３１から、電化製品２０の電源制御要求があ
るか否かを確認する（ステップＳ２５）。具体的には、電源管理システム１５は、無線Ｌ
ＡＮ機器３１から伝達された電源状態変更テーブルに基づいて、電源制御要求があるか否
かを確認する。
　電源管理システム１５は、無線ＬＡＮ機器３１から、電源制御要求がある場合には（ス
テップＳ２５でＹｅｓ）、電源状態変更テーブルに基づいて、接続されている電化製品２
０の電源のＯＮ／ＯＦＦ制御を行う（ステップＳ２６）。電源状態変更テーブルは、電化
製品２０の電源制御が行われた後に情報を更新し、最新の電源状態および変更要求を記録
する。その後、ステップＳ２１に戻り、電源制御する電化製品２０があるか否かの確認を
行う。
　無線ＬＡＮ機器３１から、電源制御要求がない場合には（ステップＳ２５でＮｏ）、ス
テップＳ２１に戻り、電源制御する電化製品２０があるか否かの確認を行う。
【００５１】
　次に、図７を用いて、本発明にかかる無線ＬＡＮ機器３１の動作について説明する。
【００５２】
　無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０が無線ＬＡＮの圏内から圏外へ移動したか否かを
監視する（ステップＳ３１）。図８は、無線ＬＡＮ機器３１に登録されている接続装置と
、その接続状態を示すテーブルの例である。
【００５３】
　無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０が無線ＬＡＮの圏内から圏外へ移動したことを認
識した場合（ステップＳ３１でＹｅｓ）、電源管理システム１５が取得した電化製品２０
の電源のＯＮ／ＯＦＦ状態の情報を取得する（ステップＳ３２）。電源管理システム１５
からの電源のＯＮ／ＯＦＦ状態の取得は、図５に示した電源状態テーブルを受信すること
で行う。
【００５４】
　無線ＬＡＮ機器３１は、メール本文に電源状態テーブルを記載して電源制御のメールを
作成し（ステップＳ３３）、携帯端末６０に送信する（ステップＳ３４）。
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【００５５】
　これにより電源管理テーブルの情報は、無線ＬＡＮ機器３１に接続された公衆網４０を
介して、携帯端末６０に伝達される。無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０に電源制御の
メールを送信後、ステップＳ３１に戻り、携帯端末６０が無線ＬＡＮの圏内から圏外へ移
動したか否かを監視する。
【００５６】
　無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０が無線ＬＡＮの圏内から圏外へ移動したことを認
識ない場合には（ステップＳ３１でＮｏ）、携帯端末６０から公衆網４０を介して、メー
ルで電源制御の要求があるか否かを確認する（ステップＳ３５）。
【００５７】
　携帯端末６０からの電源操作の要求がある場合には（ステップＳ３５でＹｅｓ）、無線
ＬＡＮ機器３１は、図３に示した電源状態変更テーブルを電源管理システム１５に伝達し
、電源管理システム１５に接続された電化製品２０の、電源のＯＮ／ＯＦＦ状態の制御を
要求する（ステップＳ３６）。
　その後、ステップＳ３１に戻り、無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０が無線ＬＡＮの
圏内から圏外へ移動したか否かを監視する。
【００５８】
　携帯端末６０からの電源操作の要求がない場合には（ステップＳ３５でＮｏ）、ステッ
プＳ３１に戻り、無線ＬＡＮ機器３１は、携帯端末６０が無線ＬＡＮの圏内から圏外へ移
動したか否かを監視する。
【００５９】
　これにより、電源管理システム１５は、無線ＬＡＮ機器３１の圏外認識に基づいて使用
者の外出認識を行い、使用者に電化製品２０の電源状態を通知することができる。また、
使用者は外出先から、携帯端末６０を操作することで、電化製品２０の電源状態を制御す
ることができる。
　本実施の形態によれば、電源管理システム１１に鍵施錠を認識させる必要が無いため、
鍵施錠を認識させるように施設を改造する必要が無く、また、鍵施錠ができない施設であ
っても使用が可能である。さらに電源管理システム１１は、使用者が、鍵施錠を必要とす
る施設の鍵施錠を忘れた場合であっても、電化製品２０の電源状態を通知することができ
る。
【００６０】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
　実施の形態１において、監視部１１は、検出部１２により携帯端末６０が通信圏外であ
ると判定することや、携帯端末６０からの指示の受信を契機として、電化製品２０の電源
状態を取得するものとしたが、一定時間ごとに電化製品２０の電源状態を取得することと
しても良い。
　実施の形態２では、電源状態テーブルや電源状態変更テーブルを用いて、複数の電化製
品２０の電源状態をまとめて扱うものとして説明したが、個別の電化製品ごとに、電源情
報や電源状態の変更情報を扱うこととしても良い。
　実施の形態２では、圏外／圏内認識を行う装置として無線ＬＡＮ機器３１を用いること
ものとして説明したが、フェムトセルのような小さな通話エリアの小型基地局や家庭内用
の構内基地局などを用いることも可能である。
　携帯端末６０と、電源管理システム１０や無線ＬＡＮ機器３０との情報の送受信に、メ
ールを用いるものとして説明したが、メールを用いない通信によって情報の送受信を行っ
ても良い。
【００６１】
　上述の例において、システムのハードディスク、メモリ等の記憶手段等にインストール
された各種のプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-tran
sitory computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することが
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できる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tang
ible storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体
（例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒
体（例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ
／Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯ
Ｍ（Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。
また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory compu
ter readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュー
タ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒
体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコン
ピュータに供給できる。
【符号の説明】
【００６２】
１　　通信システム
２　　通信システム
１０　電源管理システム
１１　監視部
１２　検出部
１３　通信部
２０　電化製品
３０　無線ＬＡＮ機器
３１　無線ＬＡＮ機器
４０　公衆網
５０　基地局
６０　携帯端末
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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